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(57)【要約】
　光ディスク２は、ディスクドライブ３による読取りお
よび適切な処理の結果として、ディスプレイ画面４の複
数の異なるセクション３１、３２、３３、３４中に、複
数のシーン４１、４２、４３、４４のモザイクが表示さ
れるようになす、モザイクビデオデータ２２の集合を包
含する少なくとも１つのタイトルを含んでいる。タイト
ルはさらに、ディスクドライブ３に、複数のシーンのモ
ザイクに重畳させられるグラフィック層を生成させる、
機械により実行可能なディスクドライブ３用のアプリケ
ーションを表すデータ２１を含む。グラフィック層は、
少なくとも部分的に透明であり、ディスプレイ画面４の
セクション３１、３２、３３、３４のうちの１つと整列
させられる第１の部分と、完全不透明であり、ディスプ
レイ画面４の残りのすべてのセクションと整列させられ
る第２の部分とを含む。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体読取装置による読取りおよび適切な処理の結果として、該媒体読取装置が、画像表
示装置のためのビデオ出力信号を生成するようになし、該ビデオ出力信号が、表示される
に際して、ディスプレイ画面の異なる複数のセクション中に表示される複数のシーンのモ
ザイクをもたらすような、モザイクビデオデータの集合を包含する少なくとも１つのタイ
トルを含む機械読取り可能な媒体であって、
　当該媒体は、前記モザイクビデオデータに付随させられた、機械により実行可能なアプ
リケーションを表すデータをさらに含み、
　前記アプリケーションは、表示に際して複数のシーンの前記モザイクと重畳させられる
グラフィック層をもたらすような前記ビデオ出力信号のグラフィック成分を、前記媒体読
取装置に生成させる、機械により実行可能な前記媒体読取装置用の命令を含んでおり、
　前記グラフィック層は、少なくとも部分的に透明であり、前記ディスプレイ画面の前記
セクションのうちの１つと整列させられる、第１のグラフィック部分を含んでおり、
　前記グラフィック層は、完全不透明であり、前記ディスプレイ画面の残りのすべての前
記セクションと整列させられる、第２のグラフィック部分を含んでいることを特徴とする
媒体。
【請求項２】
　当該情報担体が、光ディスク、好ましくはＢＤ－Ｊフォーマットに準拠する光ディスク
であって、
　前記媒体読取装置が、ディスクドライブを含んでいることを特徴とする請求項１記載の
媒体。
【請求項３】
　当該媒体が、データ担持信号であり、
　前記媒体読取装置が、データ担持信号受信器を含んでいることを特徴とする請求項１記
載の媒体。
【請求項４】
　前記データ担持信号が、たとえばインターネットといったネットワークを介して送信さ
れるものであることを特徴とする請求項３記載の媒体。
【請求項５】
　機械により実行可能な前記アプリケーションが、少なくとも２つのタイトルに共通のア
プリケーションであることを特徴とする請求項１記載の媒体。
【請求項６】
　異なるタイトルが、別個のアプリケーションを含んでいることを特徴とする請求項１記
載の媒体。
【請求項７】
　前記アプリケーションが自己開始型のアプリケーションであることを特徴とする請求項
１記載の媒体。
【請求項８】
　前記グラフィック層の前記第２のグラフィック部分が、該グラフィック層の前記第１の
グラフィック部分と整列させられている前記画面セクションに表示されているシーンに関
連する、テキスト項目をさらに含んでいることを特徴とする請求項１記載の媒体。
【請求項９】
　前記アプリケーションは、前記グラフィック層の前記第１のグラフィック部分の位置を
、別の前記画面セクションと一致するように設定する機能を有することを特徴とする請求
項１記載の媒体。
【請求項１０】
　前記アプリケーションは、ユーザーコマンドの受信に応答して、前記グラフィック層の
前記第１のグラフィック部分の位置を設定する機能を有することを特徴とする請求項９記
載の媒体。
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【請求項１１】
　前記アプリケーションは、前記モザイクビデオデータ内に含まれるトリガ信号の受信に
応答して、前記グラフィック層の前記第１のグラフィック部分の位置を設定する機能を有
することを特徴とする請求項９記載の媒体。
【請求項１２】
　前記アプリケーションは、ユーザープロフィールを表すデータに基づいて、前記グラフ
ィック層の前記第１のグラフィック部分の位置を設定する機能を有することを特徴とする
請求項９記載の媒体。
【請求項１３】
　前記タイトルが、第１のタイプのモザイクをもたらすビデオデータの第１の部分と、該
第１のタイプのモザイクとは異なる第２のタイプのモザイクをもたらすビデオデータの後
続部分とを含んでおり、
　前記アプリケーションは、前記第１のタイプのモザイクから前記第２のタイプのモザイ
クへの移行と同期させて、前記グラフィック層を適合化するように設計されていることを
特徴とする請求項９記載の媒体。
【請求項１４】
　前記タイトルが、第１のシーン数のモザイクをもたらすビデオデータの第１の部分と、
該第１のシーン数とは異なる第２のシーン数のモザイクをもたらすビデオデータの後続部
分とを含んでいることを特徴とする請求項１３記載の媒体。
【請求項１５】
　前記タイトルが、画面セクションの第１の集合内に表示される、あるシーン数のモザイ
クをもたらすビデオデータの第１の部分と、前記第１の集合の前記画面セクションとは異
なる画面セクションの第２の集合内に表示される、同一のシーン数のモザイクをもたらす
ビデオデータの後続部分とを、含んでいることを特徴とする請求項１３記載の媒体。
【請求項１６】
　前記タイトルがさらに、複数のシーンに共通のオーディオデータを含んでいることを特
徴とする請求項１記載の媒体。
【請求項１７】
　前記タイトルがさらに、それぞれ前記複数のシーンの１つに対応する、複数のオーディ
オデータを含んでおり、
　前記アプリケーションは、前記媒体読取装置が、前記複数のオーディオデータのうち、
透明な前記第１のグラフィック部分を介して視認可能とされている画像に対応する一のオ
ーディオデータに基づいて、オーディオ出力信号を生成するようになす、該媒体読取装置
用の命令を含んでいることを特徴とする請求項１記載の媒体。
【請求項１８】
　前記タイトルがさらに、それぞれ前記複数のシーンの１つに対応する、複数のテキスト
データを含んでおり、
　前記アプリケーションは、前記媒体読取装置が、前記複数のテキストデータのうち、透
明な前記第１のグラフィック部分を介して視認可能とされている画像に対応する一のテキ
ストデータに基づいて、テキスト信号を生成するようになす、該媒体読取装置用の命令を
含んでおり、該テキストは、不透明な前記第２のグラフィック部分上に表示されることを
特徴とする請求項１記載の媒体。
【請求項１９】
　媒体読取装置が画像表示装置用のビデオ出力信号の成分を生成するようになす、機械に
より実行可能な前記媒体読取装置用の命令を含み、前記信号が、表示されるに際して、前
記ビデオ出力信号により生成されるビデオ画像と重畳させられるグラフィック層をもたら
すような、ビデオデータ処理アプリケーションであって、
　前記グラフィック層は、少なくとも部分的に透明であり、前記画像表示装置の第１のセ
クションと整列させられる、第１の部分を含んでおり、
　前記グラフィック層は、完全不透明であり、前記画像処理装置の残りのすべてのセクシ
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ョンと整列させられる、第２の部分を含んでいることを特徴とするアプリケーション。
【請求項２０】
　前記グラフィック層の前記第２の部分が、該グラフィック層の前記第１の部分と整列さ
せられている前記画面セクションに表示されているシーンに関連する、テキスト項目をさ
らに含んでいることを特徴とする請求項１９記載のアプリケーション。
【請求項２１】
　前記グラフィック層の前記第１の部分の位置を、別の前記画面セクションと一致するよ
うに設定する機能を有することを特徴とする請求項１９記載のアプリケーション。
【請求項２２】
　ユーザーコマンドの受信に応答して、前記グラフィック層の前記第１の部分の位置を設
定する機能を有することを特徴とする請求項２１記載のアプリケーション。
【請求項２３】
　前記媒体読取装置により受信されるビデオデータ内に含まれるトリガ信号の受信に応答
して、前記グラフィック層の前記第１の部分の位置を設定する機能を有することを特徴と
する請求項２１記載のアプリケーション。
【請求項２４】
　ユーザープロフィールを表すデータに基づいて、前記グラフィック層の前記第１の部分
の位置を設定する機能を有することを特徴とする請求項２１記載のアプリケーション。
【請求項２５】
　前記媒体読取装置により受信されるビデオデータの変化に応じて、該変化と同期させて
、前記グラフィック層を適合化するように設計されていることを特徴とする請求項２１記
載のアプリケーション。
【請求項２６】
　複数のシーンのうちの一のシーンの表示位置を変更し、該変更に応じて、前記グラフィ
ック層の前記第１の部分の位置を、前記一のシーンの新たな表示位置と整列させられるよ
うに変更するよう設計されていることを特徴とする請求項２１記載のアプリケーション。
【請求項２７】
　複数のシーンのうちの一のシーンの表示サイズを変更し、該変更に応じて、前記グラフ
ィック層の前記第１の部分のサイズを変更するよう設計されていることを特徴とする請求
項２１記載のアプリケーション。
【請求項２８】
　データ処理ソフトウェアを保存するための動作メモリを有し、該動作メモリが、請求項
１９から２７いずれか１項記載のビデオデータ処理アプリケーションを含んでいることを
特徴とするディスクドライブ。
【請求項２９】
　ディスプレイ画面上にビデオ表示を生成する方法であって、
　表示に際して、前記ディスプレイ画面の異なる複数のセクション中に複数のシーンのモ
ザイクが表示されるようになす、前記ディスプレイ画面用のビデオ出力信号を生成する工
程と、
　表示に際して、少なくとも部分的に透明であり、前記ディスプレイ画面の前記セクショ
ンのうちの１つと整列させられる、第１のグラフィック部分と、完全不透明であり、前記
ディスプレイ画面の残りのすべての前記セクションと整列させられる、第２のグラフィッ
ク部分とを含むグラフィック層をもたらすような、前記ディスプレイ画面用のグラフィッ
ク出力信号を生成する工程と、
　前記複数のシーンのモザイクに、前記グラフィック層が重畳させられるように、前記グ
ラフィック出力信号を、前記ビデオ出力信号と組み合わせる工程とを含むことを特徴とす
る方法。
【請求項３０】
　前記複数のシーンのうちの一のシーンを選択する工程と、
　前記第１のグラフィック部分の位置が、選択された前記一のシーンに対応する前記ディ
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スプレイ画面の前記セクションと整列させられるように、該第１のグラフィック部分を設
定する工程とをさらに含むことを特徴とする請求項２９記載の方法。
【請求項３１】
　それぞれ前記複数のシーンの１つに対応する、複数のオーディオデータを生成する工程
と、
　前記複数のシーンのうちの一のシーンを選択する工程と、
　前記複数のオーディオデータのうちの対応の一のオーディオデータを選択する工程と、
　選択された前記一のオーディオデータに基づいて、サウンドディスプレイのためのオー
ディオ信号を生成する工程とをさらに含むことを特徴とする請求項２９記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般的に、ユーザーが見たい画像を選択することができるように、複数のビ
デオ画像を効果的に提供する方法に関するものである。本発明は、データ送信により複数
の画像を提供することに加え、記憶媒体上に記憶された複数の画像を提供することにも関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　テレビ画面は、多数の画像点すなわちピクセルにより規定される。静止画像を表示する
には、これらのピクセルすべての色および強度を特定するデータを提供する必要がある。
動画すなわちムービーを表示するためには、かかるデータが、一連の個々の静止画像につ
いて提供される必要がある。欧州標準では、ビデオムービーは１秒につき２５個の画像を
含む。したがって、ビデオムービーの表示は、１秒につき多くのメガビットのデータスト
リームを包含する。
【０００３】
　このデータストリームを減らすため、データを圧縮することが知られている点に留意さ
れたい。採用される圧縮技術に依存する不可避な情報損失は、画像品質の劣化を生じさせ
ないか、許容可能なレベルに抑える程度のものである。それでもなお、特定の時間長のビ
デオムービーは、特定量のデータに対応することを明確にしておくべきである。無線放送
もしくはネットワーク送信、またはディスクドライブからディスプレイへの送信といった
送信に際しては、ムービーは、特定のビット周波数または帯域幅のデータストリームを包
含する。たとえばハードディスクや光ディスク等といった記憶媒体上への記憶に際しては
、記憶媒体の記憶容量が、記憶可能なビデオストリームの長さの上限を規定する。
【０００４】
　近年、双方向テレビを目指す傾向があり、これは、ユーザーが自己の見ているムービー
に作用することを可能とする概念である。１つのアプローチでは、ユーザーは、複数のム
ービーを提供され、ユーザーの作用は、実際には、提供された複数のムービーの中からの
１つのムービーの選択に対応する。こうして定義すると、複数のテレビチャンネルを有す
る従来型のシステムでさえも、ユーザーは選択を行うためにボタンを押さなくてはならな
いので、「双方向」として表されることになる。実際、この従来型のシステムは、複数の
ムービーがユーザーに利用可能とされる従来型の方式、すなわちすべてのビデオストリー
ムの完全なデータが並列に提供される方式の実例である。したがって、複数個（Ｎ個）の
ムービーの提供には、１つのムービーの帯域幅のＮ倍の帯域幅が必要とされる。同様に、
記憶媒体が従来型の方式で記憶されたＮ個のムービーを含んでいる場合には、すべてのビ
デオストリームの完全なデータが記憶されていることになり、個々のムービーの長さは１
／Ｎに減らされる（すべてのムービーが等しい長さを有するものと仮定して）。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、複数の「異なる」ムービーが提供される状況に適用可能なものであるが、本
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発明はとりわけ、複数アングルまたは複数バージョンのムービーに関連するものである。
たとえば、１つのシーンが４つの異なる視点すなわちアングルから撮影され、実際には同
一のシーンに関する４つの異なるムービーが提供される例があり得る。これがユーザーに
提供されると、ユーザーはアングルを選択することができ、表示中においては１つのアン
グルから別のアングルへと切り換えることができる。
【０００６】
　上記で述べたように、従来型のアプローチでは、すべてのアングルまたはバージョンの
ムービーが、完全なムービーとして並列に提供される。このことは、必要な帯域幅が複数
倍されることを伴う。さらに、個々の画像間の同期を保証することも１つの問題である。
ユーザーが１つのアングルから別のアングルへと切り換えた場合、そのシーンの局所的な
時間は乱されないままでなくてはならない。
【０００７】
　本発明の１つの目的は、上記の問題を、克服または少なくとも軽減することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の１つの重要な側面によれば、個々の画像が組み合わされて１つのビデオストリ
ームとされ、その結果、表示に際して、個々の画像のモザイクが提供される。モザイク表
示自体は周知であるので、ここでこの技術をさらに詳細に説明する必要はない。ここで、
この態様は、１つのビデオストリーム分のみの帯域幅しか必要としない点に留意されたい
。
【０００９】
　本発明の別の重要な側面によれば、表示制御アプリケーションが、モザイクビデオスト
リームに付随させられて提供される。典型的には、この表示制御アプリケーションは、実
際のマルチアングルまたはマルチバージョンビデオストリームの送信に先立って、最初に
送信される。
【００１０】
　本発明の別の重要な側面によれば、表示制御アプリケーションが、モザイクビデオの上
に重畳される重畳グラフィックを表示するように設計される。この重畳グラフィックは、
１つの矩形領域を除いて、完全に不透明なものである。ユーザーコマンドの受信に応答し
て、この矩形領域の位置が、モザイクムービーの１つのタイル分に対応するように設定さ
れる。したがって、個々のムービーのうちの１つが表示され、他のムービーはすべて隠さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の上記およびその他の側面、特徴および利点を、図面を参照しながら、好
ましい実施形態の記述によりさらに説明する。図中では、同一の参照番号は、同一または
類似の部分を示すものとする。
【００１２】
　図１Ａは、記憶媒体２上に保存されたムービーを再生するための、再生システム１を概
略的に示している。以下の説明では、記憶媒体は光ディスクであると仮定されているが、
本発明は、様々な異なるタイプの記憶媒体と共に実施することができる。光ディスク自体
は周知であるので、ここで、光ディスク上への情報の保存および光ディスクからの情報の
読出しをどのように行うことができるのかを、ごく詳細に説明する必要はない。
【００１３】
　ある具体例では、光ディスクはブルーレイディスクであってもよく、とりわけＢＤ－Ｊ
フォーマット（すなわちＢＤ－Ｊ仕様）に準拠するディスクであってもよい。
【００１４】
　再生システム１は、この例では光ディスクドライブである、記憶媒体読取装置３を含ん
でいる。このドライブ３は、ディスク２から情報を読み出し、表示装置４の画像表示装置
４Ａ（たとえばモニタ、テレビ画面等）のためのビデオ出力信号ＳＶを生成するものであ
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る。ここで、ムービーはオーディオも含んでおり、ドライブ３はまた、表示装置４の１つ
以上のスピーカー４Ｂのためのオーディオ出力信号ＳＡも生成する点に留意されたい。
【００１５】
　図１Ｂは、ディスクドライブ３に代えて、ビデオストリームを表すデータを担持する送
信信号を受信するのに適した受信機３Ａが設けられた、変更形態の再生システム１を図示
している。送信信号は、図示されているように、空気中を伝播しアンテナにより捉えられ
る信号であってもよいが、ケーブルまたはその他のタイプの伝播媒体によって伝播させら
れてもよい。しかしながら、以下では、図１Ａを参照して説明を行う。
【００１６】
　ディスクドライブ３は、典型的には少なくとも部分的にソフトウェア実装された形態で
、データ処理装置６を含んでいる。このデータ処理装置６は、ディスクから読み出された
入力データを受信および処理し、表示信号ＳＶおよびＳＡを生成する。
【００１７】
　以下では、完全なビデオストリーム、すなわち通常において全画面表示をもたらすデー
タストリームを指して、「タイトル」との語を用いることとする。また、同一のシーンに
関する一連の画像のシーケンス、および対応の音声を指して、「ムービー」との語を用い
ることとする。ある画像が全画面表示されている場合には、１つの「タイトル」は１つの
「ムービー」を包含する。しかしながら、複数の画像がモザイクのタイルとして表示され
るモザイク表示の場合には、１つのタイトルが複数のムービーを包含する。一般的には、
ムービーはビデオとオーディオとを包含する。ムービーは、映画、ドキュメンタリ、広告
等のいずれであってもよい。
【００１８】
　ディスク２は、１本より多くのタイトル２０を含んでいてもよい。図２は、３本の異な
るタイトル２０を図示しており、これらは符号Ａ、Ｂ、Ｃの付加により互いに区別されて
いる。ディスク２はさらに、やはり図２に図示されているように、コンテンツリストＬＯ
Ｃ（ｌｉｓｔ　ｏｆ　ｃｏｎｔｅｎｔｓ）を含んでいてもよい。ユーザーがディスク２を
ディスクドライブ３に挿入すると、ディスクドライブ３はまず、コンテンツリストＬＯＣ
を読み取り、この情報をディスプレイ４に表示し、いずれのタイトルを見たいかをユーザ
ーが選択できるようにする。ユーザーは、リモートコントローラ８または他の適切なタイ
プの入力装置を用いて、自己の選択を入力することができる。たとえば、再生システム１
がＰＣまたはラップトップとして実装されている場合には、ユーザーは、そのＰＣまたは
ラップトップのキーボード（図示せず）を用いて、自己の選択を入力してもよい。すると
、ディスクドライブ３は、選択されたタイトル２０の読出しを開始する。
【００１９】
　本発明の１つの重要な特徴によれば、ディスク上に保存されたタイトル２０は、実際の
ムービー画像（およびオーディオ）を表すデータ２２に加えて、アプリケーションソフト
ウェアを表すデータ２１を含んでいる。典型的には、各タイトルが、自己のアプリケーシ
ョンソフトウェアを有するが、すべてのタイトル２０に共通の１つのみのアプリケーショ
ンを、ディスク２が含んでいる形態も可能である。いまだ開発中のＢＤ－Ｊ規格（すなわ
ちＢＤ－Ｊ仕様）は、Ｊａｖａアプリケーションのディスク上への保存を許容しているが
、本発明はＪａｖａアプリケーションに限定されるものではなく、本発明の原理は、アプ
リケーションの言語に無関係に実装することができる点に留意されたい。
【００２０】
　ディスクドライブ３は、選択されたタイトル２０が、付随するアプリケーションソフト
ウェア２１を有するか否かを、特定するように設計されている。すなわち、ディスクドラ
イブ３は、ユーザーの選択を受けたのに応答して、まず、選択されたタイトル２０が、付
随するアプリケーションソフトウェア２１を有しているか否かを特定する。
【００２１】
　ディスクドライブ３は、選択されたタイトル２０が付随するアプリケーションソフトウ
ェア２１を有することを特定すると、まず選択されたタイトル２０に付随するアプリケー
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ションソフトウェア２１を読み取り、そのアプリケーションソフトウェア２１をメモリ５
に保存し、実行するように設計されている。図１Ａは、メモリ５に保存されたアプリケー
ションソフトウェア２１を有するディスクドライブ３を、概略的に示している。
【００２２】
　アプリケーションソフトウェア２１が実行されている間、そのアプリケーションは、デ
ィスクドライブ３のデータ処理装置６の一体化した一部となる。ＢＤ－Ｊに準拠する任意
のディスクドライブは、そのデータ処理装置６の一部として、アプリケーション２１を実
行する点に留意されたい。ＢＤ－Ｊに準拠しないディスクドライブは、本発明のアプリケ
ーションソフトウェア２１が与える利点の利益を享受せずに、通常のやり方で、データ２
２に基づいて表示信号ＳＶおよびＳＡを生成する。
【００２３】
　ここで、ビデオの符号化ならびにかかるビデオをディスク上に保存する技術、およびデ
ィスクから読み出されたデータに基づきビデオ表示信号を再構築する技術自体は、周知の
技術であるので、ここでこれらの技術をより詳細に説明する必要はない。
【００２４】
　本発明の１つの重要な特徴によれば、実際のタイトルデータ２２は、１つより多くのム
ービーについての情報を含んでおり、再生時において、ディプレイ画面の異なるセクショ
ン中に複数のムービーが同時に表示されるような、モザイク表示をもたらす。このことは
、４つの別個のムービーを含むモザイク４０の場合について図３に概略的に図示されてい
るが、モザイクは、２つまたは３つのムービーを含んでいてもよいし、４つより多くのム
ービーを含んでいてもよい。図３では、４つの画面セクションが参照番号３１、３２、３
３、３４で示されており、それぞれムービー４１、４２、４３、４４の各シーンを表示し
ている。図３の表示は、アプリケーションソフトウェア２１が実行されていないディスク
ドライブにより示される表示である。ここで、図３では４つの画面セクションが等しいサ
イズとされているが、このことは必須ではない点に留意されたい。
【００２５】
　本発明の別の重要な特徴によれば、アプリケーションソフトウェア２１は、表示に際し
てビデオ画像に重畳させられる、グラフィック層をもたらすようなデータを生成するよう
設計されている。アプリケーションソフトウェア２１は、図４Ａから４Ｄに示すように、
データの生成に関し、（モザイク４０に含まれる４つの別個のムービーに対応した）４つ
のオプションを有する。各オプションにおいて、グラフィック層５１、５２、５３、５４
は、表示装置４の全画面サイズに対応する寸法を有する第１の矩形領域５０と、４つの画
面セクション３１、３２、３３、３４のうちの１つにそれぞれ対応するサイズおよび位置
を有する第２の矩形領域５６、５７、５８、５９とを、それぞれ含んでいる。第１の矩形
領域５０は、完全不透明であり、第２の矩形領域５６、５７、５８、５９は、完全にまた
は少なくとも実質的に透明である。
【００２６】
　図５Ａ－５Ｄは、ムービー４１、４２、４３、４４のモザイク４０と、グラフィック層
５１、５２、５３、５４の４つのオプションのうちの選択された１つとの、組合せの効果
を図示している。図５Ａは、モザイク４０が第１のグラフィック層５１と組み合わされる
と、第１のグラフィック層５１の透明な第２の矩形領域５６が、第１の画面セクション３
１と整列させられ、第１のムービーシーン４１が視認可能とされる一方、残りのムービー
シーン４２、４３、４４は、不透明な重畳グラフィック５０のために視認不能とされるこ
とを図示している。図５Ｂは、モザイク４０が第２のグラフィック層５２と組み合わされ
ると、第２のグラフィック層５２の透明な第２の矩形領域５７が、第２の画面セクション
３２と整列させられ、第２のムービーシーン４２が視認可能とされる一方、残りのムービ
ーシーン４１、４３、４４は、不透明な重畳グラフィック５０のために視認不能とされる
ことを図示している。図５Ｃは、モザイク４０が第３のグラフィック層５３と組み合わさ
れると、第３のグラフィック層５３の透明な第２の矩形領域５８が、第３の画面セクショ
ン３３と整列させられ、第３のムービーシーン４３が視認可能とされる一方、残りのムー
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ビーシーン４１、４２、４４は、不透明な重畳グラフィック５０のために視認不能とされ
ることを図示している。図５Ｄは、モザイク４０が第４のグラフィック層５４と組み合わ
されると、第４のグラフィック層５４の透明な第２の矩形領域５９が、第４の画面セクシ
ョン３４と整列させられ、第４のムービーシーン４４が視認可能とされる一方、残りのム
ービーシーン４１、４２、４３は、不透明な重畳グラフィック５０のために視認不能とさ
れることを図示している。
【００２７】
　アプリケーションソフトウェア２１はさらに、上記の４つのオプションのうちの１つを
選択し、結果として、４つのムービーシーン４１、４２、４３、４４のうちの１つのみを
ユーザーに視認可能とするよう、設計されている。アプリケーションソフトウェア２１は
、たとえばリモートコントローラ装置８からユーザー選択コマンドを受信し、かかるユー
ザー選択コマンドに応答して、上記の４つのオプションのうちの１つを選択するように設
計されていてもよい。すなわち、ユーザー選択コマンドは、ユーザーにとっては、上記の
ムービーのうちの１つを表示のために選択することに対応する。
【００２８】
　ここで、ディスク上に保存されているデータ２２は、図２で記号Ｍにより示す、モザイ
クの表示を結果としてもたらす１つのビデオストリームに関するものであり、ディスクか
ら読み出されるデータは依然として４つのムービーすべてを含み、データ処理は依然とし
てビデオモザイク４０の生成をもたらすが、アプリケーションソフトウェア２１により生
成されるグラフィック信号が、ビデオ出力信号の一部を抑制する点、すなわち換言すれば
、ビデオ層に重畳されるグラフィック層が、ビデオの一部を見えないように隠し、モザイ
クの１つのシーンのみを視認可能の状態に残す点に留意されたい。
【００２９】
　したがって、本発明は、帯域幅を増大させることなく、ユーザーにムービーを選択させ
ることを可能にする。すなわち、ビデオモザイク４０を送信するために必要とされる帯域
幅は、１つのビデオストリームのために必要とされる帯域幅に対応する。また、ディスク
２上にビデオモザイクデータ２２を保存するために必要とされる記憶スペースは、１つの
ビデオストリームのために必要とされる記憶スペースに対応する。
【００３０】
　図３および図５Ａ－５Ｄでは、図示されているシーンは、４つの全く異なるムービーに
対応する、全く異なるシーンである。当然ながら、これら４つの全く異なるムービーに付
随するオーディオも、互いに異なる。そのため、ディスク２に保存されているタイトルデ
ータ２２は、４つの異なるオーディオ信号のデータを含んでおり、それらのオーディオ信
号は、上記のムービーのうちの１つと常に対応付けられている。このことは、図２では、
４つの符号Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４で示されている。この場合、ディスク２の読出しを行
うと、ディスクドライブ３はすべてのオーディオデータＡ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４を受信し
、アプリケーションソフトウェア２１はさらに、ユーザー選択コマンドに基づいて、これ
ら４つのオーディオ信号Ａ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４のうちの１つを選択するように設計され
ている。たとえば、アプリケーションソフトウェア２１は、第１のグラフィック層５１を
選択すると、対応の第１のオーディオ信号Ａ１もまた選択し、第１のムービーシーン４１
が視認可能とされ、対応の第１のオーディオＡ１が提示される。
【００３１】
　あるいは、実際の４つのシーンを、同一のアクションを異なるアングルから見たシーン
とすることも可能であり、その場合、あらゆるユーザーの選択に対して、オーディオ信号
は同一であってもよい。したがって、タイトルデータ２２は、すべてのムービーに共通の
１つのオーディオ信号より多くのオーディオ信号を含む必要はない。
【００３２】
　図５Ａ－Ｄの例では、画面上の大きな割合の部分がムービーを表示していない。１つの
好ましい実施形態では、アプリケーションソフトウェア２１はさらに、第１の矩形領域５
０の、第２の矩形領域５６、５７、５８、５９外の部分内にも、テキストおよび／または
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グラフィック画像を生成するように設計される。たとえば、かかるテキストは、視聴中の
シーンの内容に関する情報を伝えるものであってもよい。かかるテキストは、静止テキス
トでもよいし、実際のムービーからは独立にアプリケーションソフトウェア２１によって
生成される変化するテキストであってもよいが、提示されるべきテキストを、ディスク２
上に保存されたデータ２２内に組み込むことも可能である。ここでも、異なるムービーま
たは異なるアングルでさえも、異なるテキストが付随させられたものであってもよく、こ
のことは、図２では４つの符号Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４により示されている。この場合、
ディスクドライブ３は、ディスク２を読み出す際、すべてのテキストデータＴ１、Ｔ２、
Ｔ３、Ｔ４を受信し、アプリケーションソフトウェア２１はさらに、ユーザー選択コマン
ドに基づいて、これら４つのテキストデータＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４のうちの１つを選択
するように設計されている。たとえば、アプリケーションソフトウェア２１は、第１のグ
ラフィック層５１を選択すると、対応の第１のテキスト信号Ｔ１もまた選択し、第１のム
ービーシーン４１が視認可能とされ、第１の矩形領域５０上かつ第２の矩形領域５６外の
いずれかの位置に、対応の第１のテキストＴ１が提示される。
【００３３】
　ここで、複数のオーディオデータＡ１、Ａ２、Ａ３、Ａ４の追加、および複数のテキス
トデータＴ１、Ｔ２、Ｔ３、Ｔ４の追加が、複数の全画面サイズのビデオデータの追加と
比較して、比較的小さな帯域幅の増加しかもたらさないことは、当業者には明白である。
【００３４】
　上記の例では、アプリケーションソフトウェア２１は、グラフィック層の生成のみを行
うように設計されている。ビデオ情報自体は変化させられない。すなわち、モザイク４０
の各シーンは、ディスプレイ画面の、モザイク内のそのシーンの位置に対応する位置を有
する部分上に表示される。変更形態として、選択されたシーンが異なる位置および／また
は異なるサイズで表示されるように、ビデオ情報を操作するよう、アプリケーションソフ
トウェア２１を設計することも可能である。この変更形態は、図６Ａおよび６Ｂを参照し
て説明される。
【００３５】
　図６Ａでは、表示装置４のディスプレイ画面上のピクセルは、座標（Ｘ，Ｙ）により特
定される。Ｘは横軸座標、Ｙは縦軸座標を表し、画面左上の角部分が、座標（０，０）を
有している。画面右下の角部分は、座標（Ｘｓ，Ｙｓ）により規定される。スクリーンの
中央は、座標（Ｘｓ／２，Ｙｓ／２）により規定される。第４の画面部分３４は、左上の
角部分が座標（Ｘｓ／２，Ｙｓ／２）により規定されており、右下の角部分が座標（Ｘｓ
，Ｙｓ）により規定されている。このビデオモザイク中において、
【数１】

の条件が当てはまる座標（Ｘｐ，Ｙｐ）を有するピクセルは、第４のムービーに属する。
【００３６】
　ここで、第４のムービーを、中央画面部分に表示させて見ることが望ましいと仮定する
。この中央画面部分は、左上の角部分が座標（Ｘｓ／４，Ｙｓ／４）により規定され、右
下の角部分が座標（３・Ｘｓ／４，３・Ｙｓ／４）により規定される。
【００３７】
　アプリケーションソフトウェア２１は、各ピクセルを、水平方向に－Ｘｓ／４、垂直方
向に－Ｙｓ／４の距離だけ移動させることにより、この効果を実現することができる。あ
るいは、
【数２】

の条件が当てはまるピクセルについて、オリジナルのピクセルデータＤＯ（Ｘｐ，Ｙｐ）
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に基づき、
【数３】

に従って、新たなピクセルデータＤＮ（Ｘｐ，Ｙｐ）が計算される。ここで、ＤＯおよび
ＤＮは、色および明度といった、関連のピクセルデータを表す。
【００３８】
　この例では、アプリケーションソフトウェア２１はさらに、第１のグラフィック矩形部
分５０と、今度は中央画面部分と整列させられる第２のグラフィック矩形部分５５とを生
成するように設計されているので（図６Ｂ参照）、中央画面部分外のピクセルについては
、新たなピクセルデータを規定する必要はない。
【００３９】
　ここで、第１から第３のムービーのいずれかを中央画面部分に表示させて見ることが望
ましい場合に、新たなピクセルデータをどのように算出するかは、当業者には明白である
。
【００４０】
　上記の例では、中央画面部分のサイズは、モザイクタイルの元々のサイズに対応してお
り、モザイクが互いに等しいサイズの４つのタイルを有する場合には、画面サイズの１／
４に対応していた。ここで、ユーザーが、拡大したサイズでの表示、あるいは極端には全
画面表示を望む場合もあり得る。後者の場合には、アプリケーションソフトウェア２１は
、以下の各工程に従って各ピクセルを新たな位置に移動させることにより、この効果を容
易に実現することができる。アプリケーションソフトウェア２１は、上記の式（３）に従
って新たなピクセルデータを計算した後、条件（２）が当てはまる各ピクセル（Ｘｐ，Ｙ
ｐ）について、式

【数４】

に従って、画面中央（Ｘｓ／２，Ｙｓ／２）からのＸ距離ＸＤｐおよびＹ距離ＹＤｐを計
算する。
【００４１】
　さらに、アプリケーションソフトウェア２１は、画面中央（Ｘｓ／２，Ｙｓ／２）から
、ＸＤｐおよびＹＤｐのそれぞれ２倍のＸ距離ＸＤＮおよびＹ距離ＹＤＮを有する、新た
なピクセル（ＸＮ，ＹＮ）を計算する。すなわち、

【数５】

または
【数６】

である。
【００４２】
　この新たなピクセル（ＸＮ，ＹＮ）について、ピクセル（ＸＰ，ＹＰ）のピクセルデー
タＤＮ（ＸＰ，ＹＰ）に基づき、式ＤＮ'（ＸＮ，ＹＮ）＝ＤＮ（ＸＰ，ＹＰ）に従って
、新たなピクセルデータＤＮ'（ＸＮ，ＹＮ）が計算される。
【００４３】
　この新たなピクセル（ＸＮ，ＹＮ）の間のピクセルについては、新たなピクセル（ＸＮ

，ＹＮ）の新たなピクセルデータＤＮ'（ＸＮ，ＹＮ）に基づいて、新たなピクセルデー



(12) JP 2008-535354 A 2008.8.28

10

20

30

40

50

タを計算する必要がある。これは、新たなピクセルデータＤＮ'（ＸＮ，ＹＮ）を、２×
２ピクセルの正方形領域の各ピクセルに単純に割り当てることによって達成できるが、当
業者には明白なように、補間によって新たなピクセルデータを計算することも可能である
。
【００４４】
　上記の手順は、幾分の画像解像度低下を招くことは否めないが、これは許容可能と判断
されるであろう。あるいは、たとえばＭＰＥＧストリーム内においては、タイトルデータ
２２はより詳細な情報を含んでいる可能性もあるので、通常レベルの解像度をもたらすよ
うな画像サイズの拡大も可能である。
【００４５】
　ここで、全画面表示の場合には、アプリケーションソフトウェア２１は、もはやグラフ
ィック層を生成する必要はない点に留意されたい。
【００４６】
　以下、図７Ａ－７Ｃを参照して、本発明の使用例を説明する。ここで、図７Ａおよび７
Ｂは、図１と同等の概略図であり、図７Ｃは、ディスク２上に保存されているムービー２
０の経時的な説明図を含んでいる。ディスクドライブは、ユーザーが特定のタイトル２０
を見たいと思っていることを示すユーザーコマンドを受信した後、ディスクからのタイト
ル２０の読出しを開始する。まず、ディスクドライブ３は、図７Ａに図示されているよう
に、アプリケーション２１を受け取ってメモリ５に保存する。続いて、ディスクドライブ
３は、実際のタイトルに関するデータ２２を受け取る。このデータ２２は、図７Ｂに示す
ように、アプリケーション２１による制御の下、処理装置６によって処理され、表示装置
４のための出力信号Ｓが生成される。
【００４７】
　ここで、タイトルが、その全長に亘ってモザイク表示を含んでいることは必須ではない
。１つの有利な実施形態では、タイトルは、図７Ｃに示すように、モザイク表示と交互に
通常再生を含んでいる。図７Ｃは、タイトルが、時刻ｔ１まで、通常の全画面表示を含ん
でいてもよいことを示している。このことは、時刻ｔ０からｔ１までの、「通常」と書か
れた１つの水平な実線により図示されている。時刻ｔ１において、ビデオ表示が、この例
では４つの異なるシーンを含むモザイク表示へと変わる。このことは、時刻ｔ１からｔ５
までの、Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４と付された４つの水平な実線により図示されている。こ
れら４つの異なるシーンは、同一のアクションを複数アングルから見たシーンであっても
よいが、双方向型のコマーシャルによって通常のプログラムが中断されるようなケースで
あってもよい。
【００４８】
　このムービーに付随させられたアプリケーション２１は、時刻ｔ１においてモザイク表
示が開始されたことを認識する。１つの可能な実施形態では、ビデオ信号は、コード化さ
れたトリガ信号を含んでいてもよく、このトリガ信号が、アプリケーション２１により受
信されて、モザイク表示の開始を示しているものとして理解される。別の可能な実施形態
では、アプリケーション２１に、どの画像が「通常」表示であってどの画像がモザイク表
示であるのかを示す、時間コードの表が付随させられてもよい。この第２の実施形態の１
つの利点は、逆方向再生とも容易に組み合わせられる点である。
【００４９】
　いずれにしても、時刻ｔ１からｔ５までのＧ１、Ｇ２、Ｇ３、Ｇ４と付された４つの水
平な点線により示されるように、アプリケーション２１は、時刻ｔ１から、グラフィック
層のオプション５１、５２、５３、５４のうちの１つを生成できる準備状態となる。アプ
リケーション２１は、時刻ｔ１からただちにグラフィック層の生成を開始してもよいが、
図示されているように、ユーザーがコマンドを送信するまでグラフィック層を生成せずに
、アプリケーション２１を開始してもよい。後者の場合には、時刻ｔ１から、図７Ｂに示
すようなモザイクがユーザーに提示されることとなる。
【００５０】
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　時刻ｔ２において、ユーザーが、モザイクの第１のシーンのみを見たいことを示すコマ
ンドを送信したとする。アプリケーション２１は、これに応答して、時刻ｔ２からｔ３ま
での水平な実線Ｇ１で示されているように、第１の画面セクション３１に対応する第２の
矩形領域５６を含む、グラフィック層の第１のオプション５１を生成する。モザイクの第
２、第３および第４のシーンは、図５Ａに示すように、見えないよう隠される。
【００５１】
　時刻ｔ３において、ユーザーが選択を変更し、モザイクの第２のシーンのみを見たいこ
とを示す新たなコマンドを送信したとする。アプリケーション２１は、これに応答して、
時刻ｔ３からｔ４までの水平な実線Ｇ２で示されているように、第２の画面セクション３
２に対応する第２の矩形領域５７を含む、グラフィック層の第２のオプション５２を生成
する。
【００５２】
　本発明の１つの重要な特徴によれば、第１の選択から第２の選択への移行は、１つのフ
レームから次のフレームへの即座の移行であってもよいが、アプリケーション２１が、何
らかのフェードインまたはフェードアウト効果をもって、この移行を行うことも可能であ
る。「先の」シーンおよび「後の」シーンはいずれも同一のモザイクの一部であるので、
それらのシーン間の同期は自動的に取られる。
【００５３】
　図７Ｃは、通常の全画面表示が再開される時刻ｔ５まで、ユーザーが何度も選択を変更
してもよいことを図示している（ｔ４参照）。
【００５４】
　ここで、モザイク表示およびユーザーの選択は、ディスクドライブ３のディスク読出動
作に影響を与えない点を理解することが重要である。時刻ｔ０からｔ５の間のすべての時
点において、ディスクドライブは、単に同一のタイトルの読出しおよび表示を行っている
だけである。ディスクドライブで実行されている、タイトルに関連付けられたアプリケー
ション２１のみが、ユーザーコマンドに応答して、グラフィック層の変更、および場合に
よってはタイトルの処理の変更を行う。
【００５５】
　本発明が、上記で説明した例示的な実施形態に限定されるものではなく、特許請求の範
囲で規定される本発明の保護範囲内において、いくつかのバリエーションおよび変更形態
が可能であることは、当業者には明白であろう。
【００５６】
　上記では、モザイクからどのシーンを見るかの選択がユーザーに委ねられている例に関
して、本発明を説明してきた。かかる例では、１つのシーンの選択から次のシーンへの変
更を生じさせるのはアプリケーションであるが、アプリケーションは、ユーザーコマンド
に応答してこの変更を生じさせる。これに代えて、ユーザーから何ら影響を受けずにかか
る変更を生じさせるよう、アプリケーションを設計してもよい。たとえば、ディスクドラ
イブがユーザー特性のためのメモリを有していてもよく、アプリケーションが、このユー
ザー特性に基づいて、どのシーンを表示するかの選択肢を特定するように設計されてもよ
い。あるいは、何らかのユーザー特性を入力するようにユーザーに求め、そのユーザー特
性に基づいてどのシーンを表示するかの選択肢を特定するように、アプリケーションが設
計されてもよい。好適なユーザー特性の例としては、男性／女性の別、年齢、好きなスポ
ーツ等が挙げられる。
【００５７】
　ビデオストリームが、アプリケーションに「次の」画像を選択させる、アプリケーショ
ン用のトリガ信号を含んでいるような形態も可能である。したがって、同一のビデオスト
リームが複数回再生され、再生されるたびに、異なる画像（たとえば異なる広告）が表示
されるような形態も可能である。
【００５８】
　さらに、上記では、アプリケーションが自動開始型である例、すなわちディスクドライ
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ブの動作メモリにロードされると自動的に実行される例に関して、本発明を説明してきた
。しかしながら、この自動開始型の特性は必須ではない。ユーザーコマンドを受信して初
めてアプリケーションが開始されるような形態も可能である。その場合、アプリケーショ
ンにより提供される利点を享受したいか否かの決定はユーザーに委ねられる。有利なアプ
リケーションの開始が、たとえば料金の支払いといったような、ある条件を満たすことに
よって決定されるような形態も可能である。
【００５９】
　上記では、図７を参照して、全画面表示からモザイク表示へと、およびモザイク表示か
ら全画面表示へと、ビデオ表示が変更される例について説明してきた。ここで、タイトル
が、第１のシーン数（たとえば４つのシーン）を有するモザイク表示を伴う時間部分と、
それに後続する、第２のシーン数（たとえば２つのシーン）を有するモザイク表示を伴う
時間部分とを含むような形態も可能である。すなわち、第１のシーン数と、その第１のシ
ーン数とは異なる第２のシーン数との間で、移行がなされてもよい。これらのシーン数の
うちの１つが、１に等しくてもよい。また、タイトルが、第１のシーン数（たとえば２つ
のシーン）を有するモザイク表示を伴う時間部分と、それに後続する、同一のシーン数を
有するが異なる画面部分に表示されるモザイク表示を伴う時間部分とを含むような形態も
可能である。たとえば、シーン数が２つの場合には、画面部分は、画面の上半分および下
半分に対応するものであってもよいし、画面の左半分および右半分に対応するものであっ
てもよい。いずれの場合でも、アプリケーションは、第１のタイプのモザイクから第２の
タイプのモザイクへの移行が生じた際には、その移行を認識し、それに応じてグラフィッ
ク層を適応させる。また、いずれの場合でも、アプリケーションは、ビデオデータ内に含
まれるトリガ信号から、またはメモリ内に含まれるタイミングデータから、かかる移行の
タイミングに関する情報を受け取ってもよい。
【００６０】
　上記では、本発明に係る装置の機能ブロックを図解したブロック図を参照して、本発明
を説明してきた。これらの機能ブロックの１つまたは複数は、その機能ブロックの機能が
個々のハードウェア要素により実行されるようにハードウェア実装されてもよいが、ソフ
トウェア実装されてもよい点を理解されたい。ソフトウェア実装の場合は、マイクロプロ
セッサ、マイクロコントローラ、デジタル信号プロセッサ等のプログラミング可能な装置
、またはコンピュータプログラムの１つもしくは複数のプログラム行によって、機能ブロ
ックの機能が実行される。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１Ａ】ある再生システムの概略ブロック図
【図１Ｂ】別のタイプの再生システムの概略ブロック図
【図２】ディスク上におけるムービーの保存態様を図解した概略図
【図３】モザイク表示の概略図
【図４Ａ】グラフィック層の一態様を示した概略図
【図４Ｂ】グラフィック層の別の態様を示した概略図
【図４Ｃ】グラフィック層の別の態様を示した概略図
【図４Ｄ】グラフィック層の別の態様を示した概略図
【図５Ａ】モザイク画面にグラフィック層が重畳された表示を示した概略図
【図５Ｂ】モザイク画面にグラフィック層が重畳された表示を示した概略図
【図５Ｃ】モザイク画面にグラフィック層が重畳された表示を示した概略図
【図５Ｄ】モザイク画面にグラフィック層が重畳された表示を示した概略図
【図６Ａ】１つの画面部分の、画面中央への移動を概略的に示した図
【図６Ｂ】図６Ａの中央画面部分に、グラフィック層が重畳された表示を示した概略図
【図７Ａ】本発明に従うディスクドライブの動作を図解した概略ブロック図
【図７Ｂ】本発明に従うディスクドライブの動作を図解した概略ブロック図
【図７Ｃ】本発明に従うディスクドライブの動作を概略的に図解した、時間軸を含むグラ
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